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○
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
八
号

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
基
準
法
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

労
働
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

労
働
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
七
条
の
二

使
用
者
は
、
労
働
者
の
同
意
を
得
た
場
合
に
は
、
賃
金
の
支
払

第
七
条
の
二

使
用
者
は
、
労
働
者
の
同
意
を
得
た
場
合
に
は
、
賃
金
の
支
払

に
つ
い
て
次
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
に
掲
げ
る

に
つ
い
て
次
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

方
法
に
よ
る
場
合
に
は
、
当
該
労
働
者
が
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
方

法
に
よ
る
賃
金
の
支
払
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に

、
当
該
労
働
者
に
対
し
、
第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
に
関
す
る

事
項
に
つ
い
て
説
明
し
た
上
で
、
当
該
労
働
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
。
以
下

（
新
設
）

「
資
金
決
済
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
第

二
種
資
金
移
動
業
（
以
下
単
に
「
第
二
種
資
金
移
動
業
」
と
い
う
。
）
を

営
む
資
金
決
済
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
資
金
移
動
業
者
で
あ
つ
て

、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
を
受

け
た
者
（
以
下
「
指
定
資
金
移
動
業
者
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
労
働

者
が
指
定
す
る
も
の
の
第
二
種
資
金
移
動
業
に
係
る
口
座
へ
の
資
金
移
動

イ

賃
金
の
支
払
に
係
る
資
金
移
動
を
行
う
口
座
（
以
下
単
に
「
口
座
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
労
働
者
に
対
し
て
負
担
す
る
為
替
取
引
に
関

す
る
債
務
の
額
が
百
万
円
を
超
え
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の

措
置
又
は
当
該
額
が
百
万
円
を
超
え
た
場
合
に
当
該
額
を
速
や
か
に
百

万
円
以
下
と
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

ロ

破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
行
つ
た
と
き
そ
の
他
為
替
取
引
に
関
し

負
担
す
る
債
務
の
履
行
が
困
難
と
な
つ
た
と
き
に
、
口
座
に
つ
い
て
、

労
働
者
に
対
し
て
負
担
す
る
為
替
取
引
に
関
す
る
債
務
の
全
額
を
速
や

か
に
当
該
労
働
者
に
弁
済
す
る
こ
と
を
保
証
す
る
仕
組
み
を
有
し
て
い

る
こ
と
。

ハ

口
座
に
つ
い
て
、
労
働
者
の
意
に
反
す
る
不
正
な
為
替
取
引
そ
の
他

の
当
該
労
働
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
で
当
該
労
働
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者
に
対
し
て
負
担
す
る
為
替
取
引
に
関
す
る
債
務
を
履
行
す
る
こ
と
が

困
難
と
な
つ
た
こ
と
に
よ
り
当
該
債
務
に
つ
い
て
当
該
労
働
者
に
損
失

が
生
じ
た
と
き
に
、
当
該
損
失
を
補
償
す
る
仕
組
み
を
有
し
て
い
る
こ

と
。

ニ

口
座
に
つ
い
て
、
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
当
該
口
座
に
係
る
資

金
移
動
が
最
後
に
あ
つ
た
日
か
ら
少
な
く
と
も
十
年
間
は
、
労
働
者
に

対
し
て
負
担
す
る
為
替
取
引
に
関
す
る
債
務
を
履
行
す
る
こ
と
が
で
き

る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

ホ

口
座
へ
の
資
金
移
動
が
一
円
単
位
で
で
き
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て

い
る
こ
と
。

ヘ

口
座
へ
の
資
金
移
動
に
係
る
額
の
受
取
に
つ
い
て
、
現
金
自
動
支
払

機
を
利
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
通
貨
に
よ
る
受
取
が
で
き
る
方
法
に
よ

り
一
円
単
位
で
当
該
受
取
が
で
き
る
た
め
の
措
置
及
び
少
な
く
と
も
毎

月
一
回
は
当
該
方
法
に
係
る
手
数
料
そ
の
他
の
費
用
を
負
担
す
る
こ
と

な
く
当
該
受
取
が
で
き
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

ト

賃
金
の
支
払
に
関
す
る
業
務
の
実
施
状
況
及
び
財
務
状
況
を
適
時
に

厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
で
き
る
体
制
を
有
す
る
こ
と
。

チ

イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
賃
金
の
支
払
に
関
す
る
業

務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
技
術
的
能
力
を
有
し
、
か

つ
、
十
分
な
社
会
的
信
用
を
有
す
る
こ
と
。

②
・
③

（
略
）

②
・
③

（
略
）

第
七
条
の
三

前
条
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
（
第
七
条
の
六

（
新
設
）

か
ら
第
七
条
の
八
ま
で
に
お
い
て
単
に
「
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
申
請
書
に
、
第
二
種
資
金
移
動
業
を
営
む
こ
と
及
び
同
号
イ

か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
、
厚

生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
の
四

指
定
資
金
移
動
業
者
は
、
第
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
か
ら

（
新
設
）

チ
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
に
係
る
事
項
の
い
ず
れ
か
を
変
更
す
る
と
き
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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②

指
定
資
金
移
動
業
者
は
、
資
金
決
済
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
変
更
登
録
又
は
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届

出
を
行
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
の
五

厚
生
労
働
大
臣
は
、
賃
金
の
支
払
に
関
す
る
業
務
の
適
正
か
つ

（
新
設
）

確
実
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
資

金
移
動
業
者
に
対
し
、
賃
金
の
支
払
に
関
す
る
業
務
の
実
施
状
況
及
び
財
務

状
況
に
関
し
報
告
を
求
め
、
又
は
必
要
な
措
置
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条
の
六

厚
生
労
働
大
臣
は
、
指
定
資
金
移
動
業
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に

（
新
設
）

該
当
す
る
と
き
は
、
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

資
金
決
済
法
第
五
十
五
条
又
は
第
五
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
処
分
が
行
わ
れ
た
と
き
。

二

前
号
の
ほ
か
、
第
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る

要
件
を
満
た
さ
な
く
な
つ
た
と
き
。

三

不
正
の
手
段
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
と
き
。

②

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
の
取
消
し
を
し
た
と
き
は

、
そ
の
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
の
七

指
定
資
金
移
動
業
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は

（
新
設
）

、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

指
定
を
辞
退
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

二

資
金
決
済
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
と
き
。

②

指
定
資
金
移
動
業
者
が
指
定
を
辞
退
し
た
と
き
は
、
当
該
指
定
は
、
そ
の

効
力
を
失
う
。

③

指
定
資
金
移
動
業
者
が
指
定
を
辞
退
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
日
の

三
十
日
前
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
全
て
の
営
業
所
の
公

衆
の
目
に
つ
き
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④

指
定
資
金
移
動
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
と
き
は
、
直

ち
に
、
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
七
条
の
八

指
定
資
金
移
動
業
者
に
つ
い
て
、
第
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定

（
新
設
）

に
よ
り
指
定
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
使
用
者
の
賃
金
の
支
払
の

義
務
の
履
行
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
と

き
は
、
指
定
資
金
移
動
業
者
で
あ
つ
た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
指
定
資
金
移

動
業
者
と
み
な
し
て
、
第
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
七
条
の
五
の
規
定
を
適

用
す
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


